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旨

　

本
論
文
は
、
漢
語
動
詞
「
奏
す
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
中
国
文
献

の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
と
比
較
し
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本

の
上
代
文
献
で
あ
る
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味

は
、
皇
后
を
も
対
象
と
す
る
と
い
う
点
で
、『
史
記
』
な
ど
の
中
国
文
献
の

意
味
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
古
の
古
記
録
な
ど
の
漢
字

表
記
文
献
で
は
、
動
詞
「
奏
」
字
の
対
象
が
天
皇
や
院
に
限
定
さ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
の
意
味
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
日
本
に
お
け

る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
変
化
に
は
、
公
式
令
で
、
動
詞
「
奏
」
字
や
動

詞
「
啓
」
字
の
使
用
が
、
そ
れ
ぞ
れ
天
皇
や
皇
太
子
・
三
后
に
限
定
さ
れ

た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
訓
点
資
料
で
は
、
動
詞
「
奏
」
字

を
ほ
ぼ
す
べ
て
漢
語
動
詞
で
読
む
。
こ
こ
に
動
詞
「
奏
」
字
と
漢
語
動
詞

の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
は
、
動
詞
「
奏
」
字

の
意
味
変
化
を
、
漢
語
の
和
語
化
の
一
例
と
考
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
漢
語
動
詞
形
成
漢
字
、
奏
す
、
啓
す
、
漢
語
、
和
語
化

一　

は　

じ　

め　

に

　

本
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
念
ず
」
に
続
い
て
使
用
数
が

第
二
位
の
「
奏
す
」
に
つ
い
て
、
そ
の
語
幹1
の
漢
字
漢
語
「
奏
」
を
中
国

の
古
代
文
献
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
語
動
詞
「
奏
す
」
の
成
立

に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
「
奏
す
」
が
多
用
さ
れ

る
の
は
、
敬
語
体
系
の
な
か
で
重
要
な
働
き
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
一
因

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
奏
す
」
は
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
対
象
を
天
皇
や
院
に
限
定
し
、
謙
譲
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
仮
に
、「
奏
す
」
の
語
幹
の
漢
字
漢
語
「
奏
」
が
中
国
語
由
来

で
あ
る
に
し
て
も
、
す
で
に
そ
の
外
国
語
出
自
と
し
て
の
特
殊
性
か
ら
脱

し
、
和
語
化
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
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ず
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
動
詞
「
奏
」
字
を
、
中
国
文
献
や
、
日
本
の
上

代
・
中
古
の
漢
字
表
記
文
献
で
の
意
味
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動

詞
「
奏
」
字
の
出
自
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

な
お
、『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
に
は
、
謙
譲
語
の
「
申
し
上
げ
る
」

と
い
う
意
味
の
他
に
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
も
存
す
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
意
味
の
漢
字
漢
語
「
奏
」
に
つ
い
て
も
、
取
り
上
げ
る
こ
と
と

し
、「
申
し
上
げ
る
」
と
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
関
係
性
に
つ
い
て

も
、
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

さ
て
、
漢
語
動
詞
「
奏
す
」
の
語
幹
「
奏
」
が
、
本
邦
の
特
に
上
代
や

中
古
の
漢
字
表
記
文
献
に
お
い
て
漢
語
と
し
て
表
記
さ
れ
た
も
の
か
、
和

語
と
し
て
表
記
さ
れ
た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
奏
」
に
読
み

が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で
は
、
前
述
し
て
き
た
よ
う
に
漢
字
漢
語
と
い
う
あ
い
ま
い
な
用
語

を
使
う
し
か
な
い
が
、「
奏
」
の
読
み
の
確
定
は
、
語
と
し
て
の
考
察
を
進

め
る
う
え
で
重
要
な
手
続
き
で
あ
る
た
め
、
訓
点
資
料
を
活
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
奏
」
の
読
み
、
す
な
わ
ち
「
ソ
ウ
ス
」
な
の
か
「
マ
ウ
ス
」

な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
考
察
を
試
み
た
い
。
な

お
、
本
稿
で
は
、
動
詞
「
奏
」
字
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

本
稿
が
漢
語
動
詞
「
奏
す
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
た
め
、
名
詞
の
「
奏
」
字
を
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る

こ
と
を
表
す
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
漢
語
動
詞
形
成
漢
字
と
い
う
用
語
も

用
い
て
い
る
。
こ
の
用
語
は
、『
源
氏
物
語
』
の
一
字
漢
語
動
詞
の
語
幹
と

と
も
に
、
漢
語
動
詞
の
語
幹
を
書
記
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
た
用
語
で

あ
る
。
特
に
漢
字
表
記
資
料
の
「
奏
」
は
、
和
語
か
漢
語
か
を
決
定
で
き

な
い
こ
と
が
多
く
、
漢
語
動
詞
形
成
漢
字
と
い
う
用
語
を
設
定
し
、
そ
の

意
味
用
法
の
考
察
を
も
と
に
、
漢
語
か
和
語
か
を
決
定
す
る
と
い
う
方
法

を
取
っ
た
。
ま
た
、
漢
語
動
詞
の
語
幹
を
漢
語
動
詞
形
成
漢
字
と
ま
と
め

て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
語
動
詞
成
立
過
程
を
全
体
的
に
と
ら
え
る

と
い
う
こ
と
も
目
指
し
て
い
る
。

二　

中
国
古
代
文
献
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味

　

ま
ず
、
中
国
古
代
文
献
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
、

現
代
辞
書
の
記
述
を
み
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
白
川
静
編
著
『
字
統
』
で

の
説
明
を
引
用
す
る
。

　

字
形
は
笙し
ょ
うな
ど
の
楽
器
を
吹
奏
す
る
形
の
よ
う
で
あ
る
。
楽
に
限

ら
ず
、
楽
舞
を
献
ず
る
こ
と
を
奏
と
い
い
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
祝
し
ゅ
く
と
う祷

す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
よ
り
上
奏
・
奏
言
・
奏
書
な
ど
高
貴
の
人

に
奉
進
す
る
意
と
な
り
、
ま
た
功
を
致
す
こ
と
を
奏
功
と
い
う
。
舞

楽
を
合
わ
せ
て
献
ず
る
こ
と
か
ら
湊あ

つ

ま
る
、
湊そ

う
し
ゅ
う集の

意
と
も
な
る2
。

　

こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
奏
」
は
、
音
楽
を
吹
奏
す
る
意
味
を
も
と
に
、

祝
祷
す
る
意
味
に
な
り
、
上
奏
・
奏
言
・
奏
書
な
ど
、「
申
し
上
げ
る
」
と
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い
う
意
味
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
際
に
、
文
献
に
お
い
て
「
申
し
上
げ

る
」
と
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
意

味
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
用
例
か
ら
は
帰
納
で
き
な
か
っ
た
。

　

以
下
、
日
本
の
古
代
文
学
と
関
わ
り
が
深
く
、
ま
た
、
古
く
か
ら
訓
読

が
行
わ
れ
て
き
た
『
漢
書
』『
史
記
』『
文
選
』
を
対
象
に
、
そ
こ
で
使
わ

れ
て
い
る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

二
―
一　
『
漢
書
』

　

ま
ず
、『
漢
書
』
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
を
検
討
す
る
。

　
『
漢
書
』
に
は
、
管
見
に
入
る
限
り
、
大
き
く
分
け
て
、
次
に
挙
げ
る

「
申
し
上
げ
る
」
と
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
が
認
め
ら
れ
る3
。

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字

①　

帝
を
対
象
と
す
る
例

1　

趙
相
周
昌
奏
常
山
二
十
五
城
亡
二
十
城
、
請
誅
守
尉
。（
一　

高
帝

紀
第
一
下　

45
頁
上
右
4
行
目
）

2　

今
欲
差
次
列
侯
功
以
定
朝
位
、
臧
于
高
廟
、
世
世
勿
絕
、
嗣
子
各
襲

其
功
位
。
其
與
列
侯
議
定
奏
之
（
一　

高
后
紀
第
三　

51
頁
上
左
5
行

目
）。

　

1
の
内
容
は
、
趙
の
相
の
周
昌
が
、
帝
に
「
常
山
は
二
十
五
城
の
う
ち

二
十
城
を
失
っ
た
の
で
、
そ
の
罪
と
し
て
守
や
尉
を
誅
し
た
い
と
申
し
出

た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
は
、「
申
し

上
げ
る
」
で
、
対
象
は
帝
で
あ
る
。
2
は
、「
高
皇
后
が
詔
し
て
、
列
侯
の

嗣
子
が
親
の
位
を
踏
襲
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
列
侯
で
議
し
て
帝
に
奏
上

し
な
さ
い
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
動
詞
「
奏
」

字
の
意
味
は
「
申
し
上
げ
る
」
で
、
帝
を
対
象
と
す
る
例
で
あ
る
。

②　

皇
太
后
を
対
象
と
す
る
例

1　

二
年
冬
十
月
、
御
史
大
夫
趙
綰
坐
請
毋
奏
事
太
皇
太
后
、
及
郎
中
令

王
臧
皆
下
獄
、
自
殺
。（
一　

武
帝
紀
第
六　

65
頁
下
右
6
行
目
）

2　

癸
巳
、
光
奏
王
賀
淫
亂
、
請
廢
。（
一　

宣
帝
紀
第
八　

82
頁
上
左

6
行
目
）

　

1
は
、「
御
史
大
夫
趙
綰
が
、
天
子
の
大
学
設
置
に
関
し
て
、
皇
太
后
に

知
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
が
罪
に
問
わ
れ
て
、
自
殺
し
た
」
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
は
「
申
し
上
げ
る
」
で
、

対
象
は
皇
太
后
で
あ
る
。
2
は
、「
光
が
王
賀
の
素
行
が
よ
く
な
い
こ
と
を

皇
太
后
に
奏
上
し
、
廃
帝
を
請
う
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
は
「
申
し
上
げ
る
」
で
、
対
象
は
皇
太
后
で
あ
る
。

③　

天
を
対
象
と
す
る
例

1　

孝
奏
天
儀
、
若
日
月
光
。（
一　

礼
楽
志
第
二　

259
頁
下
左
12
行
目
）
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1
は
、「
孝
道
を
天
に
奏
上
す
る
」
と
い
う
内
容
で
、
こ
こ
で
の
動
詞

「
奏
」
字
の
意
味
は
「
申
し
上
げ
る
」
で
、
対
象
は
天
で
あ
る
。

（
2
）「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味

1　

高
廟
酎
、
奏
武
德
、
文
始
、
五
行
之
舞
。（
一　

景
帝
紀
第
五　

61

頁
右
11
行
目
）

2　

孝
惠
廟
酎
、
奏
文
始
、
五
行
之
舞
。（
一　

景
帝
紀
第
五　

61
頁
上

右
13
行
目
）

　

1
は
、「
高
帝
の
酎
祭
に
は
、
武
徳
・
文
始
・
五
行
の
舞
曲
を
演
奏
し

た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、

「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
2
は
、「
孝
恵
帝
の
酎
祭
に
は
、
文

始
・
五
行
の
舞
曲
を
演
奏
し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
「
奏
」
も
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
『
漢
書
』
の
動
詞
「
奏
」
字
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
演
奏
す
る
」
と
い
う

意
味
が
認
め
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
帝
の
御
前
か
、
宮
廷
で
行
わ
れ
る
。
こ

の
点
で
、
帝
に
「
申
し
上
げ
る
」
の
意
味
と
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
宮
廷
で
帝
や
皇
太
后
に
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
場
合
は

「
申
し
上
げ
る
」
の
意
味
に
な
り
、
宮
廷
で
帝
や
皇
太
后
に
音
楽
で
伝
え
ら

れ
る
場
合
に
は
「
演
奏
す
る
」
の
意
味
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
―
二　
『
史
記
』

　

次
に
『
史
記
』
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
を
検
討
す
る4
。『
史
記
』
の

動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
と
し
て
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
「
申
し
上
げ
る
」

「
演
奏
す
る
」
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
申
し
上
げ
る
」
の
意

味
で
は
、
帝
を
対
象
と
す
る
場
合
と
、
皇
太
后
を
対
象
と
す
る
場
合
と
が

あ
る
。

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味

①　

帝
を
対
象
と
す
る
例

1　

書
奏
天
子
。（
孝
文
本
紀
第
十　

史
記
二
本
紀　

652
頁
7
行
目
）

2　

其
與
丞
相
・
列
侯
・
中
二
千
石
・
礼
官
、
具
為
礼
儀
奏
。（
孝
文
本

紀
第
十　

史
記
二
本
紀　

671
頁
17
行
目
）

　

1
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
斉
の
穀
倉
長
の
淳
于
意
の
末
女
で
、
対

象
は
帝
で
あ
る
。
内
容
は
、「
自
分
が
下
婢
と
な
っ
て
宮
中
で
働
く
の
で
、

父
を
処
刑
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
嘆
願
で
あ
る
。
2
の
動
詞
「
奏
」

字
の
主
体
は
「
丞
相
・
列
侯
・
中
二
千
石
・
礼
官
」
で
、
対
象
は
帝
で
あ

る
。
内
容
は
、「
礼
儀
に
関
す
る
文
章
を
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。『
史
記
』

の
動
詞
「
奏
」
字
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
例
が
、

帝
を
対
象
と
す
る
例
で
あ
る
。

　

な
お
、「
帝
に
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
に
は
、
次
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の
3
の
よ
う
に
、
馬
を
対
象
と
す
る
場
合
が
あ
る
。「
殷
が
、『
馬
を
献
上

す
る
こ
と
』
を
葘
川
王
に
奏
上
し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
例
3
も
、
帝
を
対
象
と
す
る
例
と
し
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
日
本
の

動
詞
「
奏
」
字
に
は
、
こ
の
よ
う
に
事
物
、
動
物
を
目
的
語
と
す
る
例
は

見
出
せ
な
い
。

3　

時
者
未
往
。
会
慶
子
男
殷
来
献
馬
。
因
師
光
奏
馬
王
所
。（
史
記
四　

231
頁
5
行
目
）

②　

皇
太
后
を
対
象
と
す
る
例

1　

於
是
、
奏
之
太
后
。（
梁
孝
王
世
家
第
二
十
八　

史
記
七　

世
家
下　

1135
頁
7
行
目
）

2　

及
健
元
二
年
、
御
史
大
夫
趙
綰
請
無
奏
事
東
宮
。（
魏
其
武
安
侯
列

伝
第
四
十　

史
記
四　

300
頁
10
行
目
）

　

1
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
景
帝
で
、
対
象
は
竇
太
后
で
あ
る
。
竇

太
后
を
母
と
す
る
景
帝
と
武
は
互
い
に
疎
ん
じ
合
っ
て
い
た
が
、
梁
王
武

が
亡
く
な
っ
た
と
聞
い
た
景
帝
は
、
わ
が
子
を
失
っ
た
悲
し
み
に
よ
り
、

食
事
も
喉
を
通
ら
な
い
母
竇
太
后
の
た
め
に
、
梁
の
国
土
を
分
け
て
そ
の

一
部
を
梁
王
武
の
子
供
た
ち
に
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
で
景
帝
が
母

竇
太
后
に
奏
し
た
内
容
は
、
以
上
の
よ
う
な
処
置
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て

の
報
告
で
あ
る
。

　

2
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
御
史
大
夫
趙
綰
で
、
対
象
は
竇
太
后
で

あ
る
。
用
例
中
に
東
宮
と
あ
る
の
は
、
竇
太
后
の
居
所
を
意
味
す
る
の
で
、

こ
の
場
合
、
東
宮
と
は
竇
太
后
の
こ
と
で
あ
る
。
御
史
大
夫
趙
綰
は
、
竇

太
后
に
奏
上
し
な
い
よ
う
、
天
子
に
請
う
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
例
で
、
帝
で
は
な
く
帝
の
母
で
あ
る
皇
太
后
を
対
象
に
と
っ
て
い

る
こ
と
は
、
日
本
の
動
詞
「
奏
」
字
の
対
象
を
天
皇
に
限
定
し
て
い
る
こ

と
と
相
違
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
国
に
お
い
て
も
、
動
詞
「
奏
」
字
の

対
象
と
し
て
、
帝
以
外
を
取
る
例
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
当
該
例
に
お

い
て
も
、
政
治
の
実
権
は
、
帝
を
越
え
て
母
で
あ
る
竇
太
后
に
あ
る
こ
と

が
、
皇
太
后
を
対
象
と
し
て
い
る
原
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味

1　

高
廟
酎
、
奏
武
徳
・
文
始
・
五
行
之
舞
、
孝
恵
廟
酎
、
奏
文
始
・
五

行
之
舞
。（
孝
文
本
紀
第
十　

史
記
二
本
紀　

671
頁
4
行
目
）

2　

始
奏
以
文
、
止
乱
以
相
、
訊
疾
以
雅
。（
楽
書
第
二　

史
記
四　

八

書　

74
頁
3
行
目
）

　

1
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
舞
楽
の
奏
者
で
、
対
象
は
「
武
徳
・
文

始
・
五
行
之
舞
」「
文
始
・
五
行
之
舞
」
で
あ
る
。
2
の
動
詞
「
奏
」
字
の

主
体
は
古
楽
の
奏
者
で
、
対
象
は
「
文
」（
文
楽
）
で
あ
る
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
は
、
帝
を
対
象
と
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す
る
と
い
う
点
で
、『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
の
意
味
と
ほ
ぼ
重
な
る
。

た
だ
し
、
対
象
と
し
て
皇
太
后
を
取
る
場
合
が
あ
る
点
は
相
違
点
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
、
動
詞
「
奏
」

字
の
対
象
は
ほ
ぼ
帝
を
対
象
と
し
て
お
り
、
対
象
に
皇
太
后
を
取
る
場
合

は
、
皇
太
后
が
帝
に
代
わ
っ
て
、
き
わ
め
て
強
い
実
権
を
掌
握
し
て
い
る

場
合
に
限
る
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
日
本
で
も
、『
日
本
書
紀
』
で

は
天
皇
の
急
死
と
い
う
異
例
の
事
態
の
場
合
は
、
皇
后
が
対
象
と
な
る
例

も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
の
、
特
に
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』

な
ど
、
上
代
成
立
の
資
料
に
お
い
て
は
、
動
詞
「
奏
」
字
の
対
象
は
、
帝

に
限
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
政
治
上
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
帝
に
代

わ
っ
て
政
治
を
掌
握
し
て
い
る
人
物
が
対
象
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
恐
ら
く
は
、
動
詞
「
奏
」
字
の
対
象
が
帝
や
院
に
限
定
さ
れ
る
の

は
、
公
式
令
が
定
着
し
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二
―
三　
『
文
選
』

　

次
に
『
文
選
』
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
を
検
討
す
る5
。

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味

【
帝
を
対
象
と
す
る
例
】

1　

正
月
従
上
甘
泉
、
還
奏
甘
泉
賦
以
風
。（
文
選　

甘
泉
賦　

賦
篇
中　

47
頁
4
行
目
）

2　

登
明
堂
、
坐
清
廟
、
次
群
臣
、
奏
得
失
。（
文
選　

上
林
賦　

賦
篇

中　

109
頁
1
行
目
）

　

1
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
「
甘
泉
賦
」
の
作
者
で
あ
る
楊
子
雲
で
、

対
象
は
孝
成
帝
で
あ
る
。
2
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
群
臣
で
、
対
象

は
帝
で
あ
る
。
奏
上
し
た
内
容
は
、
政
策
に
つ
い
て
の
提
案
で
あ
る
。

【
太
守
を
対
象
と
す
る
例
】

3　

忽
獲
愁
霖
唱　

懐
労
奏
所
誠
（
文
選　

答
霊
運　

詩
編
上　

367
頁

2
行
目
）

　

3
の
「
奏
」
の
主
体
は
謝
霊
運
で
、
対
象
は
謝
霊
運
の
詩
を
受
け
取
っ

た
謝
宣
遠
で
あ
る
。
対
象
を
帝
や
皇
太
后
な
ど
、
皇
族
で
は
な
い
人
物
と

す
る
例
で
あ
る
。
謝
霊
運
が
詩
を
も
っ
て
、
真
の
心
を
述
べ
た
と
い
う
内

容
で
あ
る
。
動
詞
「
奏
」
字
が
「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
す

場
合
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
例
が
帝
を
対
象
と
し

て
お
り
、
そ
の
点
で
、
対
象
に
太
守
を
取
る
こ
の
例
は
、
特
殊
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
動
詞
「
奏
」
字
に
は
、「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
他

に
、「
詩
文
を
作
っ
て
送
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
そ
の
意
味
の
場
合
に

は
、
対
象
を
帝
や
皇
太
后
と
い
っ
た
皇
族
に
限
定
し
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
今
回
、
検
索
し
得
た
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
例
は
一
例
の
み
で
あ
る
。
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一
応
、
こ
こ
で
は
、「
書
い
て
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
と
考
え
て
、

「
申
し
上
げ
る
」
の
意
味
に
含
め
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
例
が
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
動
詞
「
奏
」
字
は
、『
漢
書
』
や
『
史
記
』
と
い
っ
た
歴
史
書

で
は
、
対
象
は
、
帝
や
皇
太
后
、
中
で
も
帝
に
限
定
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

（
2
）「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味

4　

総
軽
武
於
後
陳
、
奏
厳
鼓
之
嘈
囐
。（
文
選　

東
京
賦　

賦
篇
上　

162
頁
4
行
目
）

5　

其
奏
楽
也
、
則
木
石
潤
色
、
其
吐
哀
也
、
則
淒
風
暴
興
。（
文
選　

呉
都
賦　

賦
篇
上　

298
頁
3
行
目
）

6　

然
後
少
息
蹔
怠
、
雑
弄
間
奏
。（
文
選　

長
笛
賦　

賦
篇
下　

295
頁

5
行
目
）

　

4
の
「
奏
」
の
対
象
は
「
厳
鼓
之
嘈
囐
」
で
、
こ
こ
で
は
進
軍
の
鼓
を

演
奏
す
る
こ
と
を
い
う
。
場
面
は
、
帝
の
祭
礼
の
た
め
の
進
軍
で
あ
る
か

ら
、
帝
の
前
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
5
の
「
奏
」
の
対
象
は
「
楽
」
で
、

こ
こ
で
は
帝
の
前
で
の
慰
労
の
宴
の
演
奏
を
い
う
。
6
の
「
奏
」
の
対
象

は
「
小
曲
」
で
、
馬
融
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
奏
」
は
、
帝
に
聞
か
せ
る

た
め
の
演
奏
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、
帝
の

前
で
演
奏
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
帝
と
関
わ
る
こ
と
な
く
演
奏
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
。

　

ま
た
、
次
の
7
の
例
の
よ
う
に
、
馬
の
鳴
き
声
、
つ
ま
り
い
な
な
き
を

「
奏
」
で
表
す
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
馬
の
声
を
楽
器
の
音
に
な
ぞ
ら

え
た
の
で
あ
ろ
う
。

7　

奏
胡
馬
之
長
思
、
向
寒
風
乎
北
朔
。（
文
選　

嘯
賦　

賦
篇
下　

338

頁
2
行
目
）

　

こ
の
よ
う
に
、『
文
選
』
の
動
詞
「
奏
」
字
に
は
、「
申
し
上
げ
る
」「
演

奏
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の

他
に
、「
詩
文
を
作
っ
て
送
る
」
と
い
う
意
味
も
一
例
見
ら
れ
た
。
こ
の

「
詩
文
を
作
っ
て
送
る
」
と
い
う
意
味
の
例
の
他
は
、
動
詞
「
奏
」
字
の
意

味
は
、『
漢
書
』『
史
記
』
と
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

三　

上
代
の
日
本
文
献
『
古
事
記
』『
日
本
書
記
』
の

「
奏
」

　

古
代
中
国
の
漢
籍
の
「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」「
演
奏
す
る
」

で
、「
申
し
上
げ
る
」
対
象
は
帝
が
中
心
で
あ
る
が
、
皇
后
や
太
守
を
対
象

と
す
る
例
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
日
本
の
文
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献
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
を
考
え
る
と
き
に
は
、

「
奏
」
が
字
音
で
読
ま
れ
た
か
和
訓
で
読
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
下
、
日
本
の
上
代
文
献
で
、
文
章
量
の
多
い
『
古
事
記
』『
日
本
書

紀
』
を
と
り
あ
げ
、
上
代
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
が
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
確
定
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
和
語
動

詞
と
し
て
、「
マ
ウ
ス
」「
マ
ヲ
ス
」「
マ
ス
」
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
な
お
、『
日
本
書
紀
』
の
訓
点
資
料6
で
は
、

動
詞
「
奏
」
字
を
「
マ
ウ
ス
」「
マ
ス
」
と
読
ん
で
い
る
。
図
書
寮
本
に
、

「
マ
ウ
ス
」
と
「
マ
ス
」
の
読
み
が
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
両
訓
の
読
み

分
け
の
基
準
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
国
史
大
系
本
で
は
、
動
詞
「
奏
」

字
は
み
な
「
マ
ヲ
ス
」
と
読
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
動
詞
「
奏
」

字
を
「
ソ
ウ
ス
」
と
漢
語
動
詞
で
読
ん
だ
例
は
な
い
。『
古
事
記
』『
日
本

書
紀
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
、
漢
語
の
使
用
は
ま
だ
顕
著
で
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
し
、「
ソ
ウ
ス
」
の
よ
う
に
、
か
つ
て
音
読
し
て
い
た
「
奏
」

を
、
後
代
の
訓
点
資
料
に
お
い
て
和
語
読
み
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
こ

と
か
ら
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
は
和
語
で
読
ん
で

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、
漢
語

を
表
記
す
る
漢
字
で
は
な
い
の
で
中
国
語
の
動
詞
「
奏
」
字
と
、
直
接
比

較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
和
語

動
詞
を
表
わ
す
漢
字
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
漢
語
形
成
漢
字
と
し
て
、『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
、
中
国
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
と
の
間
で
意
味
を

比
較
す
る
こ
と
は
、
漢
語
動
詞
「
奏
ス
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
え
る

う
え
で
、
一
つ
の
有
効
な
手
段
で
あ
ろ
う
。

三
―
一　
『
古
事
記
』

　

本
項
で
は
、
日
本
の
上
代
文
献
の
資
料
と
し
て
『
古
事
記
』
を
取
り
上

げ
る7
。『
古
事
記
』
の
動
詞
「
奏
」
字
に
は
、「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意

味
を
表
す
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。
対
象
は
、
神
、
天
皇
、
皇
后
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
挙
げ
る
。
な
お
、
後
掲
の
『
日
本
書
紀
』
に

は
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
も
使
用
さ
れ
る
が
、『
古
事
記
』
に
は
こ

の
意
味
で
の
使
用
例
が
な
い
。『
古
事
記
』
の
漢
字
が
、
一
字
に
対
し
て
一

訓
が
対
応
す
る
と
い
う
訓
漢
字
の
一
例
と
な
ろ
う8
。

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味

【
神
を
対
象
と
す
る
例
】

1　

故
、
遣
天
菩
比
神
者
、
乃
媚
附
大
国
主
神
。
至
于
三
年
。
不
復
奏

（
上
巻　

100
頁
2
行
目
）

2　

所
遣
葦
原
中
国
之
天
菩
比
神
、
久
不
復
奏
。（
上
巻　

100
頁
4
行
目
）
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3　

於
是
、
天
若
日
子
、
降
到
其
国
、
即
娶
大
国
主
神
之
女
、
下
照
比

売
、
亦
、
慮
獲
其
国
、
至
于
八
年
不
復
奏
。（
上
巻　

100
頁
9
行
目
）

　

1
は
「
復
奏
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
た
「
奏
」
で
、
こ
の
箇
所
の
「
復

奏
」
を
全
集
で
は
「
カ
ヘ
リ
ゴ
ト
マ
ヲ
ス
」
と
読
む
。
動
詞
「
奏
」
字
の

主
体
は
「
天
菩
比
神
」
で
対
象
は
「
天
照
大
神
と
高
御
産
巣
日
神
」
で
あ

る
。「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。
2
も
「
復
奏
」
と
い

う
形
で
使
わ
れ
、
全
集
で
は
「
カ
ヘ
リ
ゴ
ト
マ
ヲ
ス
」
と
読
む
。
こ
の
動

詞
「
奏
」
字
の
主
体
も
、「
天
菩
比
神
」
で
、
対
象
は
「
天
照
大
神
と
高
御

産
巣
日
神
」
で
あ
る
。「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。
3

も
「
復
奏
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
、「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」

で
あ
る
。

【
天
皇
を
対
象
と
す
る
例
】

4　

如
此
平
訖
、
参
上
覆
奏
。（
中
巻　

192
頁
3
行
目
）

5　

故
其
軍
士
等
、
還
来
奏
言
。（
中
巻　

202
頁
7
行
目
）

6　

三
人
議
而
、
令
奏
天
皇
云
、（
下
巻　

296
頁
8
行
目
）

　

4
は
、「
覆
奏
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
た
「
奏
」
で
、
こ
の
箇
所
の
「
覆

奏
」
を
全
集
で
は
「
カ
ヘ
リ
ゴ
ト
マ
ヲ
ス
」
と
読
む
。
こ
の
動
詞
「
奏
」

字
の
主
体
は
「
日
子
国
夫
玖
命
」
で
、
対
象
は
「
崇
神
天
皇
」
で
あ
る
。

「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。
5
は
「
奏
言
」
と
い
う
形

で
使
わ
れ
た
「
奏
」
で
、「
奏
言
」
を
全
集
で
は
「
マ
ヲ
シ
テ
イ
ヒ
シ
ク
」

と
読
む
。
こ
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
「
軍
士
た
ち
」
で
、
対
象
は

「
垂
仁
天
皇
」
で
あ
る
。「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。
6

は
単
独
で
使
わ
れ
た
「
奏
」
で
、
全
集
で
は
「
マ
ヲ
ス
」
と
読
む
。
こ
の

動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
「
口
子
臣
」
で
、
対
象
は
「
仁
徳
天
皇
」
で
あ

る
。「
奏
」
の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。

【
皇
后
を
対
象
と
す
る
例
】

7　

於
是
其
国
主
畏
惶
奏
言
。（
中
巻　

246
頁
4
行
目
）

　

7
は
、「
奏
言
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
た
「
奏
」
で
、
こ
の
箇
所
の
「
奏

言
」
を
全
集
で
は
「
マ
ヲ
シ
テ
イ
ヒ
シ
ク
」
と
読
む
。
こ
の
動
詞
「
奏
」

字
の
主
体
は
「
新
羅
国
王
」
で
、
対
象
は
「
神
功
皇
后
」
で
あ
る
。「
奏
」

の
意
味
は
、「
申
し
上
げ
る
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、

神
と
天
皇
を
対
象
と
し
、
神
代
巻
以
後
は
、
対
象
は
天
皇
に
限
ら
れ
て
い

く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
例
の
み
、
皇
后
を
対
象
と
す
る
例
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
神
功
皇
后
が
、
天
皇
を
凌
ぐ
権
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
天
皇
に
準
じ
た
扱
い
で
、
動
詞
「
奏
」
字
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

た
だ
、
す
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
文
献
に
は
、
動
詞
「
奏
」

字
が
「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
す
と
き
に
、
対
象
を
皇
太
后

と
す
る
例
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
皇
太
后
が
、
帝
を
凌
ぐ
権
威
を
持
っ
て
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い
る
場
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
『
古
事
記
』
の
動

詞
「
奏
」
字
の
例
も
、
中
国
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
を
踏
襲
し
て

い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

三
―
二　
『
日
本
書
記
』

　

本
項
で
は
、『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
す

る9
。
管
見
に
入
る
限
り
、『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、「
申
し
上

げ
る
」
と
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
の
対
象
は
、
天
皇
お
よ
び

皇
后
で
あ
る
。

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
の
意
味

【
天
皇
を
対
象
と
す
る
例
】

1　

時
弟
猾
又
奏
曰
、
倭
国
磯
城
邑
有
磯
城
八
十
梟
帥
。（
巻
三　

神
武　

①
210
頁
12
行
目
）

2　

時
椎
根
津
彦
見
而
奏
之
。（
巻
三　

神
武　

①
214
頁
6
行
目
）

3　

時
有
人
奏
曰
、
事
代
主
神
共
三
嶋
溝
橛
耳
神
之
女
玉
櫛
媛
所
生
児
、

号
曰
媛
蹈
韛
五
十
鈴
媛
命
。（
巻
三　

神
武　

①
232
頁
2
行
目
）

　

1
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
猾
で
、
対
象
は
天
皇
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
意
味
は
「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
天
皇
を
対
象
と
し
た
例
で

あ
る
。
2
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
椎
根
津
彦
で
、
対
象
は
天
皇
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
意
味
も
「
申
し
上
げ
る
」
で
、
天
皇
を
対
象
と
し
た
例
で

あ
る
。
3
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
或
る
人
で
、
対
象
は
天
皇
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
意
味
も
「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
天
皇
を
対
象
と
し

た
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
例
の
他
に
「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味

で
使
わ
れ
た
動
詞
「
奏
」
字
は
、
次
の
皇
后
を
対
象
と
し
て
使
わ
れ
た
一

例
を
除
き
、
す
べ
て
対
象
は
天
皇
で
あ
る
。

【
皇
后
を
対
象
と
す
る
例
】

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
次
の
例
5
の
一
例
の
み
、
対
象
を
皇
后
と
す
る
例

が
あ
る
。

4　

甲
子
、
大
臣
武
内
宿
祢
自
穴
門
還
之
、
復
奏
於
皇
后
。（
巻
八　

忠

哀
天
皇　

①
412
頁
11
行
目
）

　

4
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
大
臣
武
内
宿
祢
で
、
対
象
は
神
功
皇
后

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
皇
后
を
対
象
に
し
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

仲
哀
天
皇
の
急
逝
の
た
め
で
あ
る
。
皇
后
と
、
大
臣
武
内
宿
祢
は
、
国
家

の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
天
皇
の
喪
を
人
民
に
隠
し
、
秘
か
に
天
皇
の
葬

儀
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
不
在
の
場
合
に
は
、
そ
の
皇
后
を
対
象

に
「
復
奏
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
天
皇
の
代
理
で
あ
っ
て
、
天
皇
に
復
奏
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
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た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
皇
后
を
対
象
に
し
た
動
詞
「
奏
」
字
の
例
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
で
は
対
象
を
天
皇
と
す

る
と
い
う
原
則
は
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

先
の
『
古
事
記
』
で
も
、
皇
后
を
対
象
と
し
た
例
が
認
め
ら
れ
た
。
そ

こ
で
も
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
皇
后
が
天
皇
の
権
力
を
凌
ぐ
と
考
え
ら
れ

た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
皇
太
后
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
中

国
文
献
に
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
皇
后
を
対
象
に
し
た
例
も
、
中

国
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

後
代
の
訓
点
資
料
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
れ
ら
「
申
し
上
げ
る
」
と
い

う
意
味
の
「
奏
」
は
、「
マ
ウ
ス
」「
マ
ス
」
と
和
語
動
詞
で
読
ま
れ
て
い

る10
。

（
2
）「
演
奏
す
る
」
の
意
味

　

次
の
例
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の

動
詞
「
奏
」
字
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
、「
演
奏
す
る
」

と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、
演
奏
す
る
場
面
は
、
内
裏
や
天
皇
の
御
前
で

行
わ
れ
た
公
式
行
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
の
対
象
は
天
皇
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
先
の
「
申
し
上
げ
る
」
と
「
演
奏
す
る
」
は
、
い
ず
れ

も
臣
下
が
天
皇
に
対
し
て
、
言
葉
や
音
楽
を
送
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

完
全
な
別
義
と
は
い
え
な
い
。

5　

今
楽
府
奏
此
歌
者
、
猶
有
手
量
大
小
、
及
音
声
巨
細
。（
巻
三　

神

武
天
皇　

①
208
頁
9
行
目
）

6　

六
月
、
幸
避
暑
殿
、
奏
楽
。（
巻
十
五　

顕
宗
天
皇　

②
246
頁
10
行

目
）

　

5
の
動
詞
「
奏
」
字
の
主
体
は
楽
人
で
、
対
象
は
来
目
歌
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
演
奏
さ
れ
る
場

所
は
「
楽
府
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
廷
で
あ
る
。
6
の
動
詞
「
奏
」
字
の

主
体
は
楽
人
で
、
顕
宗
天
皇
の
御
前
で
催
さ
れ
た
奏
楽
に
つ
い
て
の
記
事

で
あ
る
。
な
お
、
当
該
箇
所
の
「
奏
楽
」
を
、
図
書
寮
本
で
は
、「
ウ
タ
マ

ヒ
キ
コ
シ
メ
ス
」
と
読
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
の

「
奏
」
は
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
と
き
、
天
皇
の
御
前

で
、
天
皇
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
。「
奏
」
の
読
み
と
し
て
は
、「
国
史
大

系
」
を
参
考
に
す
る
と
、「
ツ
カ
ム
マ
ツ
ル
／
ツ
カ
マ
ツ
ル
」「
キ
コ
シ
メ

ス
」「
オ
コ
ス
」
の
よ
う
に
様
々
の
和
語
動
詞
で
読
ま
れ
て
い
る
。

四　

中
古
の
古
記
録
に
お
け
る
「
奏
」

　

前
節
で
は
、
上
代
の
文
献
と
し
て
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
動
詞

「
奏
」
字
の
意
味
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
動
詞
「
奏
」
の
意
味
は
、

「
申
し
上
げ
る
」
と
「
演
奏
す
る
」
に
大
き
く
二
分
さ
れ
、
い
ず
れ
も
、
中

国
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
と
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
本
節
で
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は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
記
』
以
後
に
成
立
し
た
漢
字
表
記
に
よ
っ
て
表

記
さ
れ
た
古
記
録
類
を
対
象
に
、
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
を
確
認
し
た
い11
。

　

以
下
、
用
例
を
挙
げ
て
示
し
た
よ
う
に
、
中
古
の
古
記
録
の
動
詞
「
奏
」

字
も
、
上
代
文
献
と
同
じ
よ
う
に
「
申
し
上
げ
る
」
と
「
演
奏
す
る
」
の

意
味
が
見
ら
れ
る
。「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
の
対

象
は
、
天
皇
と
院
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
平
安
時
代
和
文

で
使
わ
れ
る
「
奏
す
」
の
対
象
と
一
致
し
て
い
る
。

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
奏
」

【
天
皇
を
対
象
と
す
る
例
】

1　

于
時
有
人
大
殿
門
・
大
納
言
主
・
左
兵
衛
督
及
□
□
位
以
上
十
余

人
、
奏
大
内
了
亦
参
東
宮
令
啓
。（
貞
信
公
記　

延
喜
七
年
一
月
九
日
）

2　

御
読
経
結
願
後
、
奏
右
大
臣
薨
由
、
有
贈
位
事
、
並
別
給
物
。（
貞

信
公
記　

延
喜
十
三
年
三
月
四
日
）

3　

理
平
為
講
師
、
親
王
以
下
預
聴
、
読
了
宣
命
・
見
参
等
奏
之
（
貞
信

公
記　

延
喜
十
四
年
九
月
九
日
）

　

1
の
「
奏
」
の
主
体
は
、
大
納
言
主
を
は
じ
め
十
余
人
の
公
卿
で
、
対

象
は
大
内
の
天
皇
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
天
皇
に
対
し
て
「
奏
」、

東
宮
に
対
し
て
「
啓
」
と
い
う
漢
字
の
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
。
2
の
主

体
は
貞
信
で
、
対
象
は
天
皇
で
あ
る
。
3
の
主
体
は
見
参
で
、
対
象
は
天

皇
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
て
い
な
い
他
の
例
も
、「
奏
」
の
対
象
は
す
べ
て

天
皇
で
あ
る
。

【
院
を
対
象
と
す
る
例
】

4　

仰
左
中
弁
、
依
病
不
能
行
除
目
事
々
状
、
令
同
弁
奏
院
。（
貞
信
公

記　

承
平
元
年
一
月
二
十
八
日
）

5　

摂
政
命
云
、
依
仰
以
知
光
補
蔵
人
了
之
由
以
余
被
奏
院
、
即
参
院
奏

聞
（
小
右
記　

永
祚
元
年
一
月
十
五
日
）

6　

参
内
、
摂
政
被
奏
院
云
、
元
三
日
間
依
無
宜
日
不
令
参
給
、
仍
来

十
六
□
可
有
御
対
面
、
又
来
日
可
有
春
日
行
幸
（
小
右
記　

永
祚
元
年

二
月
五
日
）

　

4
の
「
奏
」
の
主
体
は
、
左
中
弁
で
、
対
象
は
院
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

左
中
弁
が
宇
多
院
に
除
目
事
を
奏
上
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
5
の

「
奏
」
の
主
体
は
藤
原
実
頼
で
、
対
象
は
円
融
院
で
あ
る
。
奏
聞
の
内
容

は
、
検
非
違
使
任
命
の
宣
旨
で
あ
る
。
6
の
「
奏
」
の
主
体
は
摂
政
で
、

対
象
は
円
融
院
で
あ
る
。
奏
聞
の
内
容
は
、
春
日
行
幸
の
任
を
道
隆
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

（
2
）「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
奏
」

7　

補
侍
従
十
四
人
、
上
御
南
殿
、
依
損
年
不
奏
音
楽
（
貞
信
公
記　

延
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喜
十
年
十
月
一
日
）

8　

上
御
南
殿
、
其
儀
如
常
。（
途
中
略
す
）
臣
先
着
之
、
召
親
王
等
、

其
後
賜
恩
盞
、
奏
管
弦
。（
延
喜
十
二
年
十
月
一
日
）

9　

有
童
相
撲
負
方
献
物
事
、
奏
童
儛
、（
貞
信
公
記　

延
喜
十
四
年
八

月
十
九
日
）

　

7
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、
対
象
を
「
音
楽
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
演
奏
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
醍
醐
天
皇
の
御
前
で
の
、

侍
従
を
補
す
儀
式
で
の
演
奏
で
あ
る
。
8
の
動
詞
「
奏
」
字
も
、
対
象
を

「
管
弦
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
演
奏
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の

場
面
は
、「
上
御
南
殿
」
と
あ
る
よ
う
に
、
醍
醐
天
皇
の
御
前
で
行
わ
れ
た

御
遊
で
あ
る
。
9
の
動
詞
「
奏
」
字
も
、
対
象
を
「
童
儛
」
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
演
奏
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
童
相
撲
で
負

け
た
側
が
物
を
献
上
し
、
舞
を
奏
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
童
相
撲
は
、
宮

中
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事
で
、
こ
こ
で
も
「
奏
」
は
、
天
皇
の
前
で
の
演

奏
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
演
奏
す
る
」
の
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字

は
、
天
皇
の
前
で
の
演
奏
を
意
味
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五　

訓
点
資
料
に
お
け
る
「
奏
」

　

本
節
で
は
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
動
詞
「
奏
」
字
が
、
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　

訓
点
資
料
に
つ
い
て
確
認
す
る
ま
え
に
、
古
辞
書
に
掲
載
さ
れ
た
「
奏
」

の
訓
に
つ
い
て
見
て
お
く
。

　
『
色
葉
字
類
抄
』
で
は
、「
奏
」
に
対
し
て
、「
ソ
ウ
ス
」「
マ
ウ
ス
」
の

訓
が
示
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
巻
中
で
の
掲
載
な
の
で
、
合
点
の
な
い
江

戸
時
代
書
写
の
黒
川
本
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
ソ
ウ
ス
」
は
単
独
で

掲
載
さ
れ
、「
奏
」
字
の
右
傍
に
「
ソ
ウ
ス
」
と
仮
名
書
き
さ
れ
る
。（
中

巻
16
丁
裏
5
行
目
）
た
だ
し
、
こ
の
「
ソ
ウ
ス
」
が
「
申
し
上
げ
る
」
と

い
う
意
味
か
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
か
、
ど
ち
ら
の
「
奏
」
を
想
定

し
た
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
第

一
掲
出
字
の
「
申
」
に
「
マ
ウ
ス
」
が
掲
載
さ
れ
、
以
下
、
当
該
箇
所
の

掲
出
字
は
、「
白
解
言
辞
諮
啓
噵
詖
奏
謝
曰
告
云
首
訪
誼
述
」
と
続
く
。

（
中
巻
93
丁
目
表
7
行
目
）
こ
れ
ら
の
漢
字
は
、「
マ
ウ
ス
」
と
読
む
こ
と

が
可
能
な
漢
字
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。『
色
葉
字
類
抄
』
で
の
「
奏
」

に
対
す
る
訓
の
こ
の
よ
う
な
掲
載
の
さ
れ
方
か
ら
、「
奏
」
は
、「
ソ
ウ
ス
」

と
い
う
訓
が
第
一
候
補
で
あ
り
、「
マ
ウ
ス
」
と
い
う
訓
は
、「
奏
」
の
読

み
と
し
て
は
、
掲
載
順
位
が
後
に
な
る
こ
と
か
ら
「
ソ
ウ
ス
」
ほ
ど
一
般

的
な
訓
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、『
類
聚
名
義
抄
』
で
は
、「
奏
」
の
訓
と
し
て
、「
ス
ヽ

ム
」「
ユ
ル
ス
」「
ユ
タ
カ
ニ
」「
ヤ
ス
シ
」「
オ
ク
ル
」
が
挙
げ
ら
れ
、「
ソ

ウ
ス
」
の
訓
は
無
い
。（
僧
下　

95
頁
）『
類
聚
名
義
抄
』
で
は
、
一
般
的

な
訓
で
な
い
も
の
も
含
め
て
、
広
く
「
奏
」
の
和
訓
を
掲
載
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
大
般
若
経
音
義
や
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
な
ど
の
音
義
類
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で
も
、「
奏
」
に
対
し
て
「
タ
テ
マ
ツ
ル
」「
マ
ウ
ス
」
の
訓
が
記
さ
れ
る

が
、「
ソ
ウ
ス
」
の
記
載
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
古
辞
書
に
見
ら
れ
る
「
奏
」
の
訓
に
対
し
て
、
実
際
の
、
残
存

す
る
漢
籍
や
仏
典
の
訓
点
資
料
に
は
、
動
詞
「
奏
」
字
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て

漢
語
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
て
お
り
、
多
様
な
和
訓
で
読
ま
れ
る
漢
字
で
は

な
い
。
た
だ
し
、『
日
本
書
紀
』
の
訓
点
資
料
は
、「
マ
ス
」（
用
例
1
）

「
マ
ウ
ス
」（
用
例
2
）「
キ
コ
シ
メ
ス
」（
用
例
3
）
と
読
ま
れ
る
。（
こ
の

う
ち
「
キ
コ
シ
メ
ス
」
は
、「
奏
楽
」
で
「
ウ
タ
マ
ヒ
キ
コ
シ
メ
ス
」
と
読

ま
れ
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
奏
」
の
訓
で
あ
る
。）
こ
の
よ
う

に
、
他
の
訓
点
資
料
と
異
な
り
、
漢
語
動
詞
で
は
な
く
、
和
語
動
詞
で
読

ん
で
い
る
の
は
、
上
代
に
成
立
し
た
文
献
で
あ
り
、
和
訓
を
中
心
と
す
る

伝
統
的
な
読
み
を
、「
奏
」
の
読
み
に
適
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

1　

天
皇
之
瘡ミ
ヤ
マ
ヒ、 

転
イ
ヨ
／
＼

盛
サ
カ
リ
ナ
リ。 

終
ウ
セ
タ
マ
ヒ
ナ
ム（
ト
）
将ス

ル欲
、
時
に
鞍ク
ラ
ツ
ク
リ部多

（
平
）

須
（
平
）
奈
（
上
）
進
（
み
て
）
而
奏マ
シ

て
曰
マ
ウ
サ
ク、（
図
書
寮
本　

73
行
目　

巻

第
二
十
一　

用
明
紀
崇
峻
紀
）

2　

群
臣
、
議
定
て
奏
マ
ウ
セ

之
。（
図
書
寮
本　

65
頁　

第
十
三　

允
恭
紀
安

康
紀
）

3　

六
日
避

ス
ヽ
シ
キ

暑
殿
に
幸
て
、
奏

ウ
タ
マ
ヒ
キ
コ
シ
メ
ス

楽
。（
日
本
書
紀　

図
書
寮
本　

巻

十
五　

217
行
目
）

　
『
日
本
書
紀
』
を
除
き
、
読
み
が
確
定
で
き
る
例
で
見
る
限
り
、
漢
籍
、

仏
典
の
訓
点
資
料
で
は
、
動
詞
「
奏
」
字
は
、
漢
語
動
詞
で
読
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
、
ま
ず
は
、
漢
語
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
た

こ
と
が
確
か
な
例
と
し
て
、「
奏
」
字
に
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
例
を
示

す
。

4　

因
（
リ
）
テ
其
ノ
事
（
去
）
ヲ
奏
（
去
）
ス
、
勅
シ
テ
﹇
遣
（
反
読
）﹈
群

（
平
）
公
（
平
軽
）
学
（
入
軽
）
士
（
去
）
等
ヲ
シ
テ
慈
恩
（
寺
）
ニ
往

（
キ
）
テ
三
蔵
ニ
請
（
ヒ
）
テ
呂
公
與ト

対
（
平
）
定
（
平
）
セ
遣
ム
（
興

福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝　

巻
八
・
295
行
目
）12

5　

秋
七
月
ニ
法
師
ニ
勅
シ
テ
徒ウ
ツ

リ
テ
還
（
リ
）
テ
西
明
寺
ニ
居ヲ

ラ
シ

ム
、（
途
中
省
略
す
）
奏
（
去
）
ス
ラ
ク
、（
興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵

法
師
伝　

巻
十
・
6
行
目
）

　

こ
れ
ら
の
例
は
、
動
詞
「
奏
」
字
に
去
声
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
マ
ウ
ス
」
の
よ
う
な
和
語
動
詞
と
し
て
「
奏
」
字
を
読
ん
だ
の
で
は

な
く
、
漢
語
動
詞
「
ソ
ウ
ス
」
と
し
て
読
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
は
「
申
し
上
げ
る
」
で
、
対
象

は
異
国
の
王
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
奏
」
の
読
み
を
「
ソ
ウ
」
と
仮
名
で
付
訓
さ
れ
た
例
も
存
す
る
。

こ
れ
ら
の
例
も
、
動
詞
「
奏
」
字
を
、
漢
語
動
詞
と
し
て
読
ん
だ
こ
と
が

明
ら
か
な
例
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
次
の
6
、
7
の
例
は
、「
楽
」
を
対
象
に

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
も
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
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6　

太－

師
は
楽
を
奏
ソ
ウ
ス
ルこ
と
を
典
ツ
カ
サ
ト
ル。（
群
書
治
要　

巻
7　

礼
記　

29
行

目
）13

7　

即
チ
上ノ
ボ

テ
楽ガ
ク

ヲ
奏ソ
ウ

ス
ソ
ウ

　

ソ
ウ
（
法
華
文
句　

57
丁
裏
1
行
目
）14

　

さ
ら
に
、
動
詞
「
奏
」
字
に
声
点
が
施
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
例
に
つ

い
て
も
、
そ
の
活
用
形
に
よ
っ
て
、
漢
語
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
た
と
推
定

で
き
る
。
管
見
に
入
る
限
り
、
訓
点
資
料
の
動
詞
「
奏
」
字
に
、「
マ
ウ

ス
」
の
よ
う
に
サ
行
の
四
段
活
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
未
然
形
「
サ
」

や
連
体
形
「
ス
」
な
ど
の
活
用
語
尾
が
付
さ
れ
た
例
は
、
見
ら
れ
な
い
。

　

以
下
、
活
用
形
ご
と
に
、
訓
点
資
料
の
動
詞
「
奏
」
字
の
例
を
示
し
て

お
く
。
な
お
、
已
然
形
に
つ
い
て
は
、
活
用
語
尾
が
付
さ
れ
て
い
る
例
は

見
出
せ
な
か
っ
た
。

【
未
然
形
】

8　

臣
（
シ
ン
）、
姧（
カ
ン
シ
ヤ
）

－

邪
有（
ア
）（
ラ
）
は
、
正（
セ
イ
カ
）

－

衙
（
平
）（
平
、
角
）
奏
（
ソ
ウ
）セ
む
。 

（
神
田
本
白
氏
文
集　

巻
四
247
行
目
）15

【
連
用
形
】

9　

又
奏
シ
テ
法
師
ヲ
請
シ
テ
菩
薩
戒
（
ヲ
）
受
（
ク
）。（
興
福
寺
蔵
大

慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝　

巻
八
351
行
目
）

【
終
止
形
】

10　

候
望
ス
ル
者モ
ノ

知
（
リ
テ
）﹇
而
﹈
奏
ス
。
王
乃
（
チ
）
邑
ヲ
築ツ

ク
（
興

福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝　

巻
三
372
行
目
）

【
連
体
形
】

11　

夕（
セ
キ
ラ
ウ
）

－

郎
の
賀（
ガ
）す
る
所
（
ト
コ
ロ
）【

左
、
ハ
】、
皆
（
ミ
ナ
） 

徳（
ト
ク
イ
ム
）

－

音
、
春
（
ス
ヰ
ン
ク
ワ
ン
）

－

官
、
毎
（
ツ
ネ
）に
奏
（
ソ
ウ
）

ス
ル
、
唯
（
タ
ヽ
）、
祥（
シ
ヤ
ウ
ス
イ
）

－

瑞
な
り
（
神
田
本
白
氏
文
集　

巻
四
362
行
目
）

【
命
令
形
】

12　

乃
至
人
（
と「
ト
シ
テ
」

し
て
）
解
（
す
）
る
无
く
・
者は

阿
闍
梨
当
に
自
（
ら
）

之
を
奏
せ
よ
。（
高
山
寺
蔵
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏　

巻
八
505
行
目
）16

　

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
、
動
詞
「
奏
」
字

は
、「
申
し
上
げ
る
」「
演
奏
す
る
」
の
ど
ち
ら
の
意
味
の
場
合
で
も
、
漢

語
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

な
お
、
管
見
に
入
る
限
り
、
動
詞
「
奏
」
字
を
和
語
動
詞
で
読
ん
だ
例

と
し
て
は
、
用
例
13
の
よ
う
に
、「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞

「
奏
」
字
を
「
ノ
ノ
シ
ル
」
と
読
ん
だ
例
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

例
も
、「
ノ
ノ
シ
ル
」
と
い
う
仮
名
と
と
も
に
「
す
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ

り
、
漢
語
動
詞
読
み
も
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
演

奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
も
、
漢
語
動
詞
読
み
が
中
心
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

13　

楽－

人
乗
を
以
（
て
）
音
楽
を
鼔ウ

チ
奏

ノ
ヽ
シ
ルす　

（
大
唐
西
域
記　

巻
五　

152
行
目
）17

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
、
動
詞
「
奏
」
字
は
、
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「
申
し
上
げ
る
」「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
違
い
と
は
無
関
係
に
、
す

べ
て
漢
語
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
加
点
者
は
、
漢

籍
や
仏
典
で
、
動
詞
「
奏
」
字
に
接
し
た
と
き
、
読
み
と
し
て
は
、
漢
語

動
詞
と
し
て
読
む
こ
と
を
意
識
し
、
和
語
動
詞
の
読
み
は
想
定
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

六　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
奏
す
」

　

最
後
に
、『
源
氏
物
語
』
の
「
そ
う
（
奏
）
す
」
に
つ
い
て
、
今
ま
で
の

漢
籍
・
仏
典
お
よ
び
日
本
の
古
記
録
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
と
比
較
し

つ
つ
、
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
見
て
お
く18
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
「
そ
う
（
奏
）
す
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
申
し
上

げ
る
」
と
い
う
意
味
と
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
に
二
分
さ
れ
る
。
そ

し
て
、「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
そ
う
（
奏
）
す
」
は
、
対
象
と

し
て
「
天
皇
」
を
取
る
例
と
、「
院
」
を
取
る
例
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
、

『
源
氏
物
語
』
の
「
そ
う
（
奏
）
す
」
の
例
は
、
古
記
録
の
動
詞
「
奏
」
字

の
意
味
と
合
致
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
が
成
立
し
た
過
程
は

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
中
国
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
に
、
帝

を
対
象
と
す
る
「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
と
、「
演

奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
が
あ
り
、『
古
事
記
』
や
『
日
本

書
紀
』
で
は
、
こ
の
中
国
の
「
奏
」
の
使
い
方
に
準
じ
た
。『
古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
の
動
詞
「
奏
」
字
の
読
み
と
し
て
は
、
漢
語
動
詞
で
は
な

く
、
和
語
動
詞
「
マ
ウ
ス
」「
マ
ス
」（「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の

「
奏
」
は
「
キ
コ
シ
メ
ス
」
等
）
と
し
て
読
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
漢

語
の
「
奏
」
と
し
て
、
中
国
か
ら
「
奏
」
を
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

時
代
が
降
っ
て
、
平
安
時
代
の
訓
点
資
料
で
は
、
漢
籍
・
仏
典
で
使
わ
れ

る
動
詞
「
奏
」
字
は
、
す
べ
て
漢
語
読
み
が
さ
れ
、「
マ
ウ
ス
」「
マ
ス
」

「
キ
コ
シ
メ
ス
」
な
ど
の
和
語
動
詞
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
無

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
動
詞
「
奏
」
字
と
「
ソ
ウ
ス
」
の
結
び
つ
き
は
深

い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
平
安
時
代
の
古
記
録
類
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
そ
の
中
で
使
わ
れ

る
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
は
、
中
国
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
や
、
日
本
の

上
代
文
献
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
日
本
に

は
、
皇
族
の
最
高
権
力
者
と
し
て
「
天
皇
」
の
他
に
「
院
」
が
あ
り
、
古

記
録
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、
こ
の
「
院
」
に
対
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、『
源
氏
物
語
』
等
の
和
文
と
用
法
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
古
記

録
類
の
動
詞
「
奏
」
字
は
、
漢
語
動
詞
で
読
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
国

文
献
の
影
響
の
強
い
上
代
の
漢
字
表
記
文
献
の
「
奏
」
に
対
し
て
、
古
記

録
類
の
「
奏
」
は
和
語
化
が
進
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
、
公

式
令
に
お
け
る
「
奏
」「
啓
」
に
関
す
る
法
令
の
定
着
も
関
わ
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
推
測
に
な
る
が
、「
奏
」
の
和
語
化
に
伴
っ
て
、
意
味
範
囲
の
広

い
「
マ
ウ
ス
」「
マ
ス
」
と
区
別
す
る
た
め
に
、「
ソ
ウ
ス
」
と
い
う
漢
語

動
詞
が
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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以
上
、
中
国
古
代
文
献
や
日
本
の
上
代
文
献
の
用
例
、
平
安
時
代
の
古

記
録
類
の
用
例
を
も
と
に
、
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
を
検
討
し
、『
源
氏
物

語
』
の
「
奏
す
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
考
察
の
結
果
と
し
て

は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
は
、
中
国
古
代
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
を

も
と
に
作
ら
れ
た
と
考
え
た
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
の
由

来
を
、
単
に
中
国
文
献
の
動
詞
「
奏
」
字
に
そ
の
ま
ま
求
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
考
え
る
。『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
に
は
、
中
国
文
献
の

「
奏
」
字
に
は
見
ら
れ
な
い
、
意
味
の
限
定
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

漢
語
の
和
語
化
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、『
源
氏
物

語
』
に
使
わ
れ
る
「
啓
す
」
の
存
在
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
動

詞
「
奏
」
字
が
和
語
化
し
て
成
立
し
た
「
ソ
ウ
ス
」
は
、
動
詞
「
啓
」
字

の
和
語
化
、
そ
し
て
「
ケ
イ
ス
」
の
成
立
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
漢
語
動
詞
「
ケ
イ
（
啓
）
ス
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
論
じ
た
い
。

　

中
国
古
代
文
献
に
お
い
て
、
動
詞
「
奏
」
字
と
動
詞
「
啓
」
字
は
、
対

象
を
明
確
に
区
別
し
て
お
ら
ず
、
日
本
の
よ
う
に
意
味
を
お
互
い
に
分
担

さ
せ
て
い
な
い
。
日
本
で
は
、「
奏
す
」
は
天
皇
と
院
を
対
象
に
取
り
、

「
啓
す
」
は
対
象
に
皇
太
子
と
三
后
を
取
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
対
象
を
分

担
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
で
は
、
文
章
中
の
「
奏
す
」「
啓
す
」

を
見
た
だ
け
で
、
誰
に
申
し
上
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の

で
あ
る
。
こ
の
「
奏
」「
啓
」
の
使
い
分
け
は
、
公
式
令
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
。
公
式
令
に
は
「
奏
」「
啓
」
を
音
読
す
べ
き
こ
と
は
記
述
さ
れ
て
い
な

い
が
、
意
味
の
広
い
和
語
動
詞
「
マ
ウ
ス
」
を
補
う
た
め
に
、「
奏
」
字
の

漢
語
化
が
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
漢
字
漢
語
の
持
つ
、
意
味

の
限
定
化
、
専
門
化
と
い
う
特
質
が
活
か
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。「
奏
す
」
の

成
立
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
こ
れ
も
漢
語
の
和
語
化
の
一
例
と
し

て
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
に
、「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味

の
他
に
「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
は
、
訓
点
資
料
で
動
詞

「
奏
」
字
を
「
申
し
上
げ
る
」「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
違
い
に
関
係

な
く
漢
語
動
詞
で
読
む
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
「
演
奏
す
る
」

と
い
う
意
味
の
「
奏
す
」
が
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、「
演
奏

す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
奏
す
」
も
、
天
皇
の
眼
前
で
の
演
奏
に
限
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
点
で
、
こ
の
「
奏
す
」
も
天
皇
や
院
に
「
申
し
上
げ
る
」

と
い
う
「
奏
す
」
と
の
関
り
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
中
国
古
代
文
献

の
「
演
奏
す
る
」
の
意
味
の
動
詞
「
奏
」
字
の
意
味
と
完
全
に
一
致
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
に
も
漢
字
漢
語
「
奏
」
の
和
語
化
を
見
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。

‹

『
源
氏
物
語
』
の
「
奏
す
」
の
例›

（
1
）「
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
奏
す
」

【
対
象
に
天
皇
を
取
る
例
】

1　

今
宵
過
ぐ
さ
ず
御
返
り
奏
せ
む
（
桐
壷　

①
31
⑮
）

【
対
象
に
院
を
取
る
例
】
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2　

院
に
も
、
あ
り
さ
ま
奏
し
は
べ
ら
む
に
（
葵　

②
63
⑥
）

（
2
）「
演
奏
す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
奏
す
」

3　

調
子
ど
も
奏
す
る
ほ
ど
の
（
乙
女　

③
72
③
）

七　

お　

わ　

り　

に

　

以
上
、
漢
語
動
詞
「
奏
す
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
漢
語
形
成
漢
字

「
奏
」
の
意
味
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
論
じ
て
き
た
。
日
本
の
漢
字
表
記
文
献

の
動
詞
形
成
漢
字
「
奏
」
に
読
み
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
推
論

に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、『
源
氏
物

語
』
等
の
和
文
で
使
わ
れ
る
「
奏
す
」
の
成
立
に
は
、
漢
語
動
詞
形
成
漢

字
「
奏
」
の
和
語
化
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
た
。「
奏
す
」「
啓
す
」
は
、

一
対
の
語
と
し
て
国
語
文
の
中
で
、
敬
語
と
し
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い

る
。
そ
の
敬
語
大
系
の
な
か
に
あ
っ
て
、
対
象
を
限
定
す
る
と
い
う
特
殊

性
も
兼
ね
備
え
た
語
で
あ
る
。
日
本
語
に
と
っ
て
重
要
な
敬
語
の
一
翼
を

担
う
語
が
、
漢
字
漢
語
の
和
語
化
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
に
お
け
る
漢
字
漢
語
受
容
の
奥
深
さ
と
多
様
性
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
和
語
中
心
で
書
か
れ
る
『
源
氏
物
語
』
等
の
和
文
に
あ
っ

て
、
語
の
意
味
の
限
定
化
、
特
殊
化
の
働
き
を
担
い
得
る
と
い
う
漢
字
漢

語
の
特
質
は
、
文
章
の
意
味
の
理
解
し
や
す
さ
、
意
味
内
容
の
厳
密
さ
を

醸
成
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注1　
「
奏
す
」
の
「
奏
」
を
、
語
基
と
す
る
か
語
幹
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
判

断
が
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
語
幹
と
し
た
。
漢
語
動
詞
の
う
ち
特
に
「
奏
す
」

の
よ
う
な
一
字
漢
語
動
詞
は
、「
奏
」
の
部
分
が
単
独
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
奏
す
」
を
「
奏
」
に
「
す
」
が
付
し
て
成

立
し
た
複
合
語
と
考
え
ず
、「
奏
す
」
で
一
語
と
考
え
て
、「
す
」
を
活
用
語
尾
、

「
奏
」
を
語
幹
と
し
た
。

2 

白
川
静
著　

平
凡
社　

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
五
日　

559
頁

3　
『
漢
書
』
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
検
索
は
、
漢
籍
電
子
文
献
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
本
文
は
、
和
刻
本
正
史
3
・
4
（
汲
古
書
院　

一
九
七
三
）
に
よ
っ
た
。

4　
『
史
記
』
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
検
索
は
、
漢
籍
電
子
文
献
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
本
文
は
、
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院　

一
九
七
三
―
二
〇
一
四
）
に
よ
っ
た
。

5　
『
文
選
』
に
お
け
る
動
詞
「
奏
」
字
の
検
索
は
、
国
訳
漢
文
大
成　

文
選
上
・

中
・
下
の
本
文
を
筆
者
が
通
読
す
る
方
法
に
よ
っ
た
。
本
文
は
、
新
釈
漢
文
大

系
（
明
治
書
院　

一
九
六
三
―
二
〇
〇
一
）
に
よ
っ
た
。

6　

岩
崎
本
、
前
田
本
、
図
書
寮
本
、
吉
田
本
、
天
理
本
に
よ
る
。『
岩
崎
本
日

本
書
紀　

国
宝
』（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
／
京
都
国
立
博
物
館
編 

勉
誠
出
版
、

二
〇
一
三
年
）／『
日
本
書
紀
』（
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
、
二
〇
〇
二
年
）

／『
日
本
書
紀　

圖
書
寮
本
』（
石
塚
晴
通
著
、
美
季
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
―

一
九
八
四
年
）／『
国
宝
吉
田
本
日
本
書
紀
』（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
／
京
都

国
立
博
物
館
編　

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）／『
日
本
書
紀　

乾
元
本
』（
天

理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
編
集
、
天
理
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
五
年
）

7　

用
例
は
、『
古
事
記
』（
小
学
館　

二
〇
〇
三
年　

山
口
佳
紀　

他　

校
注
・

訳
）
に
よ
る
。

8　

古
事
記
音
訓
表
（
上
）（
下
）（
小
林
芳
規
著
「
文
学
」
第
四
十
七
巻
第
八
号

第
十
一
号
昭
和
五
十
四
年
八
月
・
十
一
月
）／『
古
事
記
」（
小
林
芳
規
著
青
木

和
夫
・
石
母
田
正
・
佐
伯
有
清
著　
「
日
本
思
想
大
系
」
第
一
巻
岩
波
書
庖
昭
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和
五
十
七
年
）

9　

用
例
は
、『
日
本
書
紀
』（
小
学
館　

一
九
九
四
年　

小
島
憲
之　

他　

校

注
・
訳
）
に
よ
る
。

10　

動
詞
「
奏
」
字
を
「
マ
ウ
ス
」
と
読
ん
だ
例
は
、
岩
崎
本
、
前
田
家
本
、
図

書
寮
本
、
吉
田
本
、
天
理
本
に
見
え
、「
マ
ス
」
と
読
ん
だ
例
が
図
書
寮
本
に

見
え
る
。

11　

用
例
の
検
索
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
う
ち
、
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
た
。

12　
『
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
傳
古
點
の
国
語
学
的
研
究
』（
築
島
裕
著　

東

京
大
学
出
版
会　

一
九
六
五
年
―
一
九
六
七
年
）

13　

尾
崎
康 

小
林
芳
規
共
解
題　

汲
古
書
院
、
1991　

古
典
研
究
會
叢
書
漢
籍
之
部 

第
15
巻

14　
『
東
大
寺
図
書
館
蔵
本
「
法
華
文
句
」
古
点
の
国
語
学
的
研
究
本
文
編
』（
西

崎
亨　

桜
楓
社　

一
九
九
二
）

15　
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
太
田
次
男 

小
林
芳
規
著　

勉
誠
社　

一
九
八
二
）

16　
『
高
山
寺
古
訓
点
資
料　

第
三
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団　

東
京
大

学
出
版
会　

一
九
八
六
年
）

17　
『
改
訂
版　

古
點
本
の
國
語
學
的
研
究　

譯
文
篇
』（
中
田
祝
夫
著　

勉
誠
社　

一
九
七
九
）

18　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
例
の
検
索
は
、『
源
氏
物
語
大
成
』（
池
田
亀
鑑
編

著　

中
央
公
論
社
一
九
五
三
）
を
使
用
し
た
。
本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
』（
阿
部
秋
生　

他　

校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
九
四
―
一
九
九
八
）

に
よ
っ
た
。




